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松阪警察署協議会議事録 

令和６年度第４回松阪警察署協議会

日　　時 令和７年２月25日（火）午後３時から午後５時まで 

場　　所 松阪警察署４階会議室

 １　警察署協議会　12名 

 　　下村真也会長、北村浩文副会長、大橋範秀委員、 

 　　グエンダンギア委員、鈴木寛子委員、谷口宗治委員、 

出 席 者
 　　橋本弘司委員、堀楓花委員、前田朱美委員、松田孝美委員、 

　　 　　村林由美子委員、山本哲也委員 

２　警察署　11名 

　　署長、事件指導官、会計課長、警務課長、留置管理課長、

　　生活安全課長、刑事第一課長、刑事第二課長、 

　　交通第一課長、交通第二課長、警備課長

傍聴者数 なし　

公開・非公開の別 公開　

議 事 概 要

１　警察署長挨拶 

２　管内治安情勢の説明（警察署長） 

　(１)　　拾得・遺失届の受理状況 

　(２)　警察安全相談の受理状況 

　(３)　人身安全関連事案の発生状況 

　(４)　少年非行の状況 

　(５)　110番通報の受理状況 

　(６)　山岳遭難の発生状況 

　(７)　刑法犯の認知・検挙状況 

　(８)　　特殊詐欺の発生状況 

  (９)　ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の発生状況 

　(10)　交通事故の発生状況 

　(11)　災害の発生状況 

３　大規模災害に備えた諸対策の説明（警備課長） 

４　令和７年度三重県警察職員採用試験の説明（警務課長） 

５　協議内容 

　(１)　 後部座席のシートベルト着用状況に関する調査について 

　　＜委員＞　後部座席の着用状況に関する調査結果が公表されていたが、

どのように調査をしているのか伺いたい。 

　　【交通第一課長】　日中に一定の場所において調査を行っている。な

お、高速道路と一般道路では結果が大きく異なるので、それ

ぞれ調査を行っている。 

　(２)　三重県警察職員採用試験について 

　　＜委員＞　採用試験の体力試験にはどのような種目があるのか伺いたい。 

        



- 2 -

　　【警務課長】　体力試験は、腕立て、上体起こし、反復横跳びのほか、

持久力を測るシャトルランもある。職務の特殊性から、体力

試験を行っており、日頃から努力すれば、必ず成果を出すこ

とができるものである。また、教養試験が苦手な人にとって

は体力試験で補うことができるメリットもある。 

　　＜委員＞　採用区分は、男性と女性で区分されているのか伺いたい。 

　　【警務課長】　警察官の業務は、性別に応じて従事する業務があるな

ど、その特殊性から、男性と女性を区分して試験を実施して

いる。現在、三重県警察では女性活躍を推進するため、女性

の採用を拡大しており、警察官の女性割合は年々増加してい

る。一方で事務官は、男性と女性を区分せずに試験を実施し

ている。 

　　＜委員＞　採用試験は何歳まで受験資格があるのか伺いたい。 

    【警務課長】　35歳まで受験が可能である。 

　(３)　不審者情報の発信について 

　　＜委員＞　不審者の話をよく耳にするが、不審者情報はどのようなと

ころで入手できるのか伺いたい。 

　　【署長】　不審者に関する情報発信は、地域のネットワークを通じて

発信している。先日も松阪市西町地内における凶器を持った

不審者に関する情報を発信している。 

　　＜委員＞　明和町では、警察から情報発信があった内容が防災無線で

流れることもあり、多くの町民が情報に触れることができて

いる。引き続き、効果的な情報発信をお願いしたい。 

　(４)　少年補導について 

　　＜委員＞　少年非行が増えており、非常に憂慮すべき状況と考えてい

る。どのような行為が少年補導の対象となるのか、基準等を

伺いたい。 

　　【署長】　例を挙げると、未成年がたばこを持っていれば喫煙で補導

する。また、未成年が午後10時以降に正当な理由なく出歩い

ていた場合は深夜はいかいで補導する。 

　　【生活安全課長】　少年補導の対象は、深夜はいかい、暴走行為、喫

煙、飲酒、不良交友等があり、補導した場合には、保護者に

連絡している。 

　　　　　　　少年非行については、当署では傷害等の粗暴行為による検

挙が多い。県下では万引きや自転車盗の初発型非行と呼ばれ

る非行が多い。 

　(５)　110番通報について 

　　＜委員＞　110番通報は、本当に必要な場合に通報するべきであると考

えるが、110番通報されて困るものにはどのような内容がある

か伺いたい。また、＃9110と松阪警察署の局番への通報とは

どのような違いがあるのか伺いたい。 

　　【署長】　緊急性がない相談等を110番通報された場合や同一の通報者

から同一内容の相談や苦情等を何度もされる場合は、他の110

番通報の受理に影響するため、非常に困る。 

　　　　　　　＃9110と当署の局番への電話は、どちらも警察への通報で

あり、対応に変わりない。しかし、＃9110は、警察本部の相

談窓口に繋がり、その後、警察本部から管轄の警察署に連絡

があるので、タイムラグが生じる点が異なる。 
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　　　　　　　引き続き、適切な110番通報の利用について広報していく。 

　(６)　適切な事案対応について 

　　＜委員＞　先日、近所で小火があり、現場に来た松阪警察署員の迅速

な対応が素晴らしかった。今後とも適切な警察活動をお願い

したい。 

６　警察署長謝辞

備　　考 報道機関２社２名　　　　　　　　　　　


